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2Hp－4 経済性を考盧した安全性に関す
　　一住宅の構造安全に関する.研究（

住　　居

る意識調査
その1 ）－

　　　　　　　　　　　　　　○久木章江‥　　石川孝重･ （日本女大, 活水女子短大）

　目的　1995年１月17日の兵庫県南部地震による影響で，地震などの外力から我々を守る
住宅の安全性が絶対的なものでないという認識が全国的に広まった。住宅の安全性は経済

との兼ね合いで決定されるため，ある程度まで居住者の考え方や要求を反映させることが
望ましいと考える。これまで，住宅の床スラブの安全性に関する実態調査など,｀物理的側

面から安全性を考えてきたが，本報では，居住者が経済性を考慮した上で望んでいる安全

性の度合を抽出することを目的として実施したプレ調査の結果を報告する。
　方法　九州地方在住の一般居住者を対象にアンケート調査を行った。アンケートは安全

性や経済性について，各許容範囲を抽出する問題，意識の傾向を抽出するために状況に応

じた選択をする問題，はい，いいえで回答する問題，自由記述の４種類で構’咲しだ。
　結果　結果を纏めると以下の通り。この結果を踏まえ，今後，本調査を実施する。

①住宅の安全性は，居住者の大部分が標準以上を期待しているが，経済性を加味すると意

識のみに留まり，お金をかけて安全を高めることについては現状維持の傾向になる。意識

の上では安全性を下げる意志はないが，現実的には安全性より広さを要求する傾向が強い。
②地震による住宅の崩壊は，経済性との関係から許容できるという回答が多い。しかし，

死や火事で全てを失うことは許容せず，人命と財産の確保が切望される。

③要求安全水準は，発生確串5o％以上，再現期間50年以下の外力に耐えることである。
④住宅の安全性に期待する自然外力は, 地震，台風などであり，火災流や津波などに対す

る安全性は期待が小さい。住宅の安全性確保を望む対象外力は上記のように限られている。

2Hp-5　　　　　　　住居内の人的被害に注目した構造安全性指標

　　　　　　　　　　　○平田京子¨　　石川孝重’　（’日本女大，¨尚綱女学院短大）

　目　的　平成７年兵庫県南部地震によって，建築基準法の目的である「国民の生命，健

康及び財産の保護」理念が根底から揺るがされた。建築物は人命保全が主要命題である。

人命確保をより明確に考慮した安全水準の確立のため，約100年間を対象にこれまでの地

震被害の特徴を調査し，建物倒壊率と人命損失状況との関係に着目し，分析した。

　方　法　明治以後震度の観測が始まった時点より発生した被害地震から，死亡および住

家全壊を伴う地震被害をまとめた。各地震の被害を比較する既往の指標として死亡者1名

を生じさせる全壊家屋数という指標があるが，火災などによる死亡数を含むため，建物倒

壊がもたらした死亡を考えるための指標としては十分でない。そこで当時の人口および家

屋棟数（世帯数）が判明した地震の最大全壊率地域１ヵ所における住家全壊率（全壊戸数

／その地域の全戸数）と，死亡率（死亡者数／その地域の人口）を算出し，まとめた。

　結　果　地震被害を受けた住家の構造形式は兵庫県南部地震を除き，木造が主であった。

　地震による住家全壊率と死亡率の関係には，ある上限すなわち線形性を仮定するならば

直線的な限界線を仮想することができる。さらに地震による山崩れ・火災などによる死亡

を含む全死亡者を対象にしたこの限界線は，地震による人的被害全休の限界状態を表す１

つの指標となる。一方，被害の限界線より下方の被害率を示すものは，発生時間や諸条件

により被害が減少されたことを示していると考えられる。たとえば兵庫県南部地震では住

家全壊率が最大なのが芦屋市であり，本報で推定した限界線の付近に位置する。人命損失

も建物倒壊が主因であった。このほか発生条件の違いによる被害率への影響も考察した。
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